
公益財固法λロッテ－財留2018一年度（整採用

1 . 趣

公益財間法人ロッテ財出（以下本財団という） は、 日本の大学または大学院

としてアジア諸国からの留学生のうち志操堅実・学力優秀で、あり

ながら、 経済的理出により学業の継続が菌難な者に対して支援を行い、 もっ
て、 諸国間の友好親善、 国際交流及び人材の育成に寄与することを目的とし

ます。

2. 特 徴

本財団の奨学金の特徴は次のとおりです。

(1）奨学金は支給とし、 返済の義務はありません。

(2）奨学生の卒業後の就職、 その龍一切については、 本人の自由とします。

3. 奨学生のよ芯募資格

(1 ）日本以外の臨籍を有し、主としてアジア諸国から来尽している私費留学生

(2）大学の学部又は大学院の正規課程に住学する者

(3) 2018年10月1 日現在で35歳以下の者

(4）修学のために経済的援助を必要とする者で、 初日年度に他の奨学金また

は多額の収入を得る予定のない者

(5 ）他の奨学金との併給は認めない

(6）艶調者がいる場合、 配偶者の年収が50 0 万円未満であること

の学業、 人物ともに獲秀である

( 8）日本語による意思伝達が可能である者（日本語能力試験Nl取得程度）

(9 ）思際理解と国際間の友好親善に積極的に協力する

(10 ）本財団の奨学生交流会（年4間程度を予定 うちl回は容泊を伴う研諺

旅行）に出席できる者

(11 ）本人の状況確認の為、 年数回の本財団事務局との面談に応じることので
る者

4. 採用人員若干名

5. 奨学金の額と支給の方法

(1 ）支給金額
一人当たり月額18万円

(2）支給の期

原則として、 2018年10月から2年間在上限とします。 なお、 応募の時点

で各課程の最終学年に在籍する者は、 選考面接日（2018年9月6日） 時

点で、 上級の課職（学部から大学院又は、 博士前期（修士）課程から博士

後期課程）への進学が決定していることが条件となります。





8. 応募の手続

次の書類を揃え、 在学する大学において指定する日までに、 大学の事務局に
提出してください。

(1)奨学金申請書（所定の様式）

(2)履歴書（所定の様式）

(3)本人申告書及び本人申告書の別添記入用紙（所定の様式）、 その他合格
を証明する書類

(4)在学証明書 修士課程または博士課程に進学する者は合格を証明する文
書（大学の発行する合格通知書またはそのコピー）

(5）外国人登録書（在留カ ー ド）の写し

(6)成績証明書：学士課程以降、直近のものまで

(7)推薦状：学部長又は指導教員等によるもので、 封筒等に封印したもの。 用紙
は、A4サイズで1頁

(8)日本語能力試験に合格している者は「認定書」および「合否結果通知
書」の写し（得点の表記のあるもの）

(9)配偶者がいる場合には、 配偶者の収入を証明する文書（公的文書等）の
写し

※上記（1）から（3）の書類は、 必ず本人の自筆にて記入すること。

9. 選考及び決定

(1） 推薦された者のうち書類審査を通過した者について、 本財団に設置する
奨学生選考委員会の選考面接を経て、 理事長が奨学生を決定します。

（注）面接は 2018 年 9 月 6 日に東京都内で実施（時間・場所等は後日、 本
人宛にメ ールにて連絡）致しますので、 書類審査を通過した申請者
は必ず面接を受けて下さい。

(2）採用決定者については、 2018 年 9 月下旬までに大学に通知します。

《問合せ ・ 申請書類送付先》

公益財団法人ロッテ財団 事務局
〒 163-1414 東京都新宿区西新宿 3-20-2

TEL 03-5388-5564 FAX 03-6276-5652 
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以上

農学部締切：７月１７日（火）厳守
※不備がある場合は、受付けできません。

現在までの学歴に空白期間がないように、進学準備期間等についても全て記入すること

「(2)経済状況」欄の2018年度授業料については、後期分は免除されないものとして金額を記入

書類提出時に合否未定の者は応募不可

合格している者のみ




